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パート１
2018年診療報酬改定と
医師事務作業補助者

勤務医は忙しい～！
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2018年改定の4つの視点



勤務医はとっても忙しい
～ある外科医の１日～

岡山中央病院外科 蓮岡英明先生



蓮岡先生のある日
当直明け

睡眠時間1時間

下血が来た～緊急
内視鏡

病棟患者Bさん
意識がありません

病棟患者Aさんが転
倒しました～。

明日手術予定のご家族が
1時間待ってまーす。

手術！ アッペは何時からします
か？

泌尿器科の先生から、ちょっと
診てほしい

アッペの紹介
でーす。

Cさん・Dさんの薬が
切れます。

保険書類がたまっ
てますよ。

通院中のEさんが、
発熱して、来院されます。



蓮岡先生は一人何役？

院内活動

• 医師として（外科・内視鏡・麻
酔・救急）

• 臨床研修医管理・指導
• 部門管理（外科チーム）
• NST活動
• 内視鏡カンファレンス
• 癌・化学療法勉強会
• メディカルスタッフ教育
• 会議（診療録管理・手術室管
理・リーダー会議）

• プロジェクト（センター化）
• 事業計画立案

院外活動

• 研修サーベイ
• 学会発表
• 論文記載
• NST関連研究会世話人
• 内視鏡関連研究会世話人
• 医局関連作業
• 大学講義
• 私的活動



外科患者の流れと
付随するペーパーワーク

• 検査前

• 申込み

• 内視鏡用紙記載

• 同意書作成

• 患者説明

• 電子カルテへの記載

紹介元への返事・病理結果・入院報告

• 検査

– 検査実施

– 結果説明

– 所見用紙記載

– 電子カルテ記載

– 病理依頼紙記載

– 患者説明用手帳
記載

• 検査後
– 入院説明
– 手術申込
– 術前検査依頼
– 検査結果説明
– 麻酔患者記録記載
– 輸血説明
– 輸血申込書記載
– 硬膜外麻酔説明
– 手術同意書記載
– 手術説明
– 電子カルテへの記載



外科の入院患者の流れとペーパーワーク

– 退院
• 退院後の説明
• 退院時指導用紙の記載
• 退院時サマリー記載
• 退院証明書記載
• 紹介元への返事記載
• 診断書
• 保険会社の傷病手当金用
入院証明書

– 病室
• ICU退室基準用紙記載
• 回診
• 日々の採血結果説明
• 検査指示だし
• 検査用紙記載
• 病理結果説明
• 抗癌剤の説明
• 電子カルテへの記載

– 手術前

• 入院診療計画書記載

• クリティカルパス記載

• クリニカルマップ記載

• 手術同意書記載

• 家族を含めての手術説明

• 電子カルテへの記載

• 院内紹介状の記載

– 手術

• 手術実施

• 結果説明

• 病理標本整理

• 病理伝票記載

• 術後管理

• ICU入室申込

• 手術記録記載

3カ月
机の上



•大腸癌手術 2週間入院を例に
• 外来 書類66分+説明35分+検査時間15分

• 入院 書類98分+説明75分+回診5分×28+カルテ記載3分
×28+手術時間180分

• 外科医としてすべき仕事 453分＝258分（説明・回診）＋
195分（検査・手術）

• ペーパーワーク： 248分（文章入力・書類記載）
• 外来書類66分＋入院書類98分＋カルテ記載3分×14日×２（朝
夕）

•大腸癌手術2週間入院で700分（11時間）の医師の仕
事のうち医師事務作業補助者に頼める仕事は248分
（4時間）、３６％もある！

外科医の3人に１人
はペーパーワーク

専門外科医



ダーティーハリーの仕事は、
「ブラッドワーク」
でも外科医の仕事にはめちゃ
くちゃペーパーワークが多い



20％弱



医師事務
作業補助者

医師と医師事務作業補助者



中医協2017年11月8日

中医協で2018年診療報酬改定における
医師事務作業補助者の議論が始まった！



医師事務作業補助者の業務範囲
（平成20年度診療報酬改定関連通知 2008年３月28日）

•［医師事務作業補助者の業務範囲］
• １ 診断書などの文書作成補助

• 診療記録への代行入力

• 医療の質の向上に資する事務作業（診療に関するデータ
整理、院内がん登録等の統計・調査

• 医師の教育や臨床研修のカンファレンスのための準備作
業等）並びに行政上の業務（救急医療情報システムへの
入力、感染症のサーベイランス事業等）への対応を医師
の指示の下に行う

• ２ ・医師以外の職種の指示の下に行う業務
• 診療報酬の請求事務、窓口・受付業務、医療機関の経営、
運営のための基礎データ収集業務、看護業務の補助並び
に物品運搬業務等については行わないこと



2016年診療報酬改定

10点アップ

2016年改定



手書きカルテのころは
振り向けば美人看護師さんが後ろにいた！

次回診察予約も
お願いね！

検査予約
しておい
てね！

はい！
予約して
おきます。



外来に電子カルテがやってきた

検査予約も次回診察
予約もみ～んな

一人でやるのか・・・



今は振り向いても誰もいない・・・
医者は孤独なワンマンカーの運転手



今では振り向けば医師事務作業者補助の
みなさんが・・・

代行入力ありがとう！















2018年診療報酬改定
医師事務作業補助者加算
一律50点アップ！

50
点
ア
ッ
プ

50点も！！



パート２
働き方改革が必要なワケ



日本全体で
働き方改革が必要な

３つのワケ

①人口減少

②長時間労働

③低い生産性



働き方改革が必要なワケ
①人口減少

2010年 2017年

7年間で
100万人減



働き方改革が必要なワケ
②長時間労働



働
き
方
改
革
の
ワ
ケ

③
低
い
労
働
生
産
性

日本の労働生
産性は20位





衆院厚生労働委員会は2018年5月2日午前、「働き方改革」
関連法案の質疑を行い、実質審議入りした。

野党欠席の中
審議開始





2018年6月29日



自動車運転業務、建
設業、医師の３業種
は改正労働基準法が
成立、施行してから
５年間は残業時間の
上限規制の適用除外

た。



国家公務員に残業上限
人事院規則に明記、来春から

（日本経済新聞 2018年7月11日）



日本の医師の働き方改革



日本の医師は他の職種より
労働時間が長い

当直明け
で手術、
疲れた～













しかし日本の勤務医の労働生産性は低い
医師１人当たりの退院患者数（OECD統計）



相次ぐ労基署の
病院への立ち入り



聖路加国際病院
医師の長時間労働指摘2016年6月



研修医の過労死自殺が起きた
新潟市民病院



労働基準監督署のあいつぐ
是正勧告

• 特定機能病院で労基法違反残業のあいつぐ摘発
• 大学病院付属病院で労基法違法残業や残業代の未払いが
相次ぎ発覚している。

• 報道によれば全国85の特定機能病院のうち、７割超の64
病院で労働基準法違反があったとして労働基準監督署が
是正勧告し、少なくとも28病院に複数回の勧告を行って
いたことが2018年2月に明らかになった。

• 自治体病院でもあいつぐ摘発
• 全国自治体病院協議会の調査によれば44都道府県170の
自治体病院に労基署による摘発が行われた

• 沖縄の県立病院18億円、好生館病院８億円の支払い等
• 東京都立小児総合医療センター、1.2億円の支払い

• 聖路加国際病院の診療縮小
• 労基署の立ち入りを受けて2017年5月より土曜外来を全
科廃止するところなど、医療機関に診療縮小などの影響
も出始めている。



佐賀県医療センター好生館、未払い残業代
５億６千万円支給へ労基署から是正勧告
（2017年）



沖縄の県立病院2年間で医師の
残業代の支払い18億円（2017年）



パート３
医師の働き方改革検討会

第6回医師の働き方改革検討会（2018年1月）



「第1回医師の働き方改革に関する検討会」
座長 岩村正彦東京大学大学院教授

2017年8月2日





36協定（サブロク協定）





医師の労働時間

•医師の時間外勤務は労使協定（３６協定）を

結んでいれば、事実上、制限はない

•月45時間、年360時間

• 45時間を超えて残業ができるのは6か月

年間の上限は720時間

•ただし医師についてはその特殊性に鑑み

特別条項を設ける方向

現行

今後





応招義務の問題から、
上限規定の適用を

5年間猶予する

この間、「医師に適用する規制の具体的な在り方」
「医師の労働時間短縮策」を、先の検討会で議論し、

2019年3月末までに結論を得る。



医師の働き改革の3つのポイント

応招義務 自己研鑽 宿日直

労働としての診
療と自己研鑽の
時間的区分はむ

つかしい

自己研鑽は良質か
つ適切な医療を行
うことに必要

応招義務は倫理規
定に過ぎず、医師
は厳しく捉えすぎ

応招義務違反で訴
訟になった例はな

い
昭和24年の宿日直
許可基準について、
現在の実態を踏ま
えた解釈の現代化

が必要。













医師の時間外の取り扱いについては今後、省令で定める（2018年7月9日）
省令における上限時間として、「医師の特別条項」と「医師の特別条項の

特例」を設けてはと提言があった。



医師の在院時間の把握のポイント
•出勤・退勤の打刻だけでは在院時間の行動は分
からない

•在院時間内の行動の把握には以下の４つの要素
を把握することが重要
• ①打刻時間（在院時間）

• ②勤務予定情報

• ③時間外業務の指示情報

• ④業務外時間（私的時間）

8；41 22：08①打刻（在院時間）

9：00

⒘：30

9：00 12：00 15：00 18：00 21：00

⒘：30②勤務予定 研修

休息

③時間外

④業務外

③だけでなく④の時間を
管理する必要がある



長時間労働是正のための仕組み・休
日の確保、勤務時間インターバル

• 年次有給休暇の取得義務化

• 年10日以上の有給休暇が付与される

労働者についてはそのうち5日間の取得義務化

・勤務インターバル制度

勤務と勤務の間隔を一定以上あける

勤務予定間の間隔ではなく、時間外業務も含めた

管理が必要になるのでは？

今後



タスクシフト（業務の移管）

• 検討会では医師の業務負担軽減のため、他職種へ
以下の業務のタスク・シフテイングを推進するこ
とを明記している。（緊急的取り組み事項）
• 全病院で行うべき事項

• 「初診時の予診」、「検査手順の説明や入院の説明」、「薬
の説明や服薬の指導」、「静脈採血」、「静脈注射」、「静
脈ラインの確保」、「尿道カテーテルの留置（患者の性別を
問わない）」、「診断書等の代行入力」、「患者の移動」な
ど。

• 病院個別に検討すべき事項
• 「勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等の対応を行わな
いこと」「当直明けの勤務負担の緩和（連続勤務時間数を考
慮した退勤時刻の設定）、勤務間インターバルや完全休日の
設定など、各医療機関・診療科の特性を踏まえた取り組みを
積極的に検討し、導入するよう努める」



パート４
医師の勤務環境の改善

タスクシフト・

タスクシェアリング



タスクシフト（業務の移管）

• 検討会では医師の業務負担軽減のため、他職種へ
以下の業務のタスク・シフテイングを推進するこ
とを明記している。（緊急的取り組み事項）
• 全病院で行うべき事項

• 「初診時の予診」、「検査手順の説明や入院の説明」、「薬
の説明や服薬の指導」、「静脈採血」、「静脈注射」、「静
脈ラインの確保」、「尿道カテーテルの留置（患者の性別を
問わない）」、「診断書等の代行入力」、「患者の移動」な
ど。

• 病院個別に検討すべき事項
• 「勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等の対応を行わな
いこと」「当直明けの勤務負担の緩和（連続勤務時間数を考
慮した退勤時刻の設定）、勤務間インターバルや完全休日の
設定など、各医療機関・診療科の特性を踏まえた取り組みを
積極的に検討し、導入するよう努める」



看護特定行為の導入

「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」
(座長：有賀徹・昭和大学病院院長)



看護特定行為とは？
•「チーム医療推進会議」2013年3月
（座長：永井良三・自治医科大学学長)

•「特定行為」について
「実践的な理解力、思考力および判断力を
要し、かつ高度な専門知識および技能を持って
行う必要のある行為」
と定義した上で、保助看法で明確化し、
具体的な特定行為については省令で定めるとしてい
る。

•その研修制度についても別途、定めることとする。



医療介護一括法で法
制化（2014年6月）



看護特定行為制度の概要
• 2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくた
めには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、
医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、
一定の診療の補助（例えば脱水時の点滴（脱水の程度の
判断と輸液による補正）など）を行う看護師を養成し、
確保していく必要がある。

• このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する
場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することに
より、今後の在宅医療等を支える看護師を計画的に
養成していくことが、本制度創設の大きな狙いのひとつ。

• 本制度は２０１４年６月に成立した「地域における医療及び
介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律」（医療介護一括法）の中の保助看法の改正に
基づく。



現在、71施設



国際医療福祉大学大学院
NP養成コース
• 国際医療福祉大学大学院修士課程

• 「自律して、または医師と協働して診断・治療等の医療行為の一部
を
実施することができる高度で専門的な看護実践家を養成する」

• 「ＮＰの実践家としての能力獲得のために、演習・実習を重視し
た」

• カリキュラム
• 1年目は講義と演習が中心

• 臨床推論、病態機能学、臨床薬理学、臨床栄養学、フィジカルアセス
メント学、
診断学演習など外来患者の疾患管理に必要な知識と方法について学ぶ。

• ３つのＰ（フィジカルアセスメント、ファーマコロジー、パソフィジ
オロジー）

• 2年目からは医療現場での実習カリキュラム
• 国際医療福祉大学の関連の三田病院（東京港区）や熱海病院
（静岡県熱海市）でマンツーマンで医師につき、医師の指示の下で、
診療の具体的なやり方を学ぶ

• 生活習慣病患者の外来での生活指導、退院後のフォローアップ
• 学習領域は代謝性障害と循環器障害が中心



国際医療福祉大学大学院（東京青山キャンパス）
特定行為看護師養成分野

旧ナースプラクテイショナー養成講座1年生



国際医療福祉大学
三田病院で学ぶ

ナース・プラクテイショナー
養成コース2年生



シミュレーターを使った実習





看護特定行為制度の対象となる
診療の補助行為実施の流れ

• 現行と同様、医師又は歯科医師の指示の下に、手順書によらないで看護師が
特定行為を行うことに制限は生じません。

• 本制度を導入した場合でも、患者の病状や看護師の能力を勘案し、医師又は
歯科医師が直接対応するか、どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるか
の判断は医師又は歯科医師が行うことに変わりはありません。



国際医療福祉大学三田病院の
特定看護師さん（循環器）



鶴巻温泉病院の看護特定行為

•特定行為の看護師さんがろう孔管理で大活躍





特定行為看護師を
10万人まで増やそう！

現在、指定研
修機関、指導
者、研修修了
者の実態調査

中



タスク・シェアリング
（業務の共同化）

複数主治医制の移行

24時間体制における医師のシフト制の導入



1988年、89年 ブルックリンの
キングスカウンテイー病院で
ERの12時間シフトを経験



1989年のニューヨークから
米国の医師の働き方改革が始まった

•リビー・ジオン事件
• 1984年、18歳の女子高校生のリビー・ジオンが、
ニューヨークの病院の救急外来に搬送され死亡した

• 20時間連続勤務していたレジデントが、過労や睡眠
不足から、その患者に禁忌の医薬品（メペジリジ
ン）投与を行い、患者が悪性高熱症で死亡する。

• このため1986年、ニューヨーク州高位裁判所大陪審
が、インターンやレジデントの長時間労働が医療の
質を低下させていると指摘。

• 1989年、ニューヨーク州ではレジデントの労働時間
を週平均80時間以内とし、連続24時間以上の労働を
禁止するニューヨーク州衛生法典を成立させた。



診療報酬と
医師の働き方改革



最重要課題は医師の働き方改革

• 「私自身は、2018年度の
診療報酬と介護報酬の同
時改定よりも、医師の働
き方改革の問題の方が大
きいと考えている」

• 「医師のシフト制などが
基本になれば、多数の医
師がいる病院でないと、
とても対応できない。け
れども、今の診療報酬体
系では、それだけの医師
を雇用する余裕はなく、
とてもシフト体制は組む
ことができない」。

中医協委員 猪口雄二氏



医師事務作業補助体制加算が
最も成功した！

• 今まで医師の働き方改革
で最も効果があったのは、
診療報酬の医師事務作業
補助体制加算である。

• 診療所もふくめ36協定を
結んでいるところはすべ
てこの加算を算定できる
ように厚労省に要望して
いる

• 時間外手当の未払いが指
摘される病院がある中、
限られた診療報酬の中で
運営している病院として
は、時間外手当をすべて
支払うには原資が足りな
い

自民党厚生労働部会「医師の働き方改革
に関するプロジェクトチーム」座長

参議院議員羽生田俊氏



総合入院体制加算

•施設基準に「病院勤務医の負担軽減・処遇改善
に資する体制の整備」が盛り込まれている

「医師の勤務状況を把握し、改善提言を行う
責任者の配置、多職種からなる役割分担推進
委員会の設置、勤務医の夜間も含めた勤務状
況を把握した上で、特定人に業務集中が起き
ない勤務体系の策定、当直日の翌日は休日と
する、予定手術の術者は前日の当直・夜勤を
行わない」



次期診療報酬改定で
さらなる働き方改革の

後押しを



地域連携ネットワークから地域統合ネットワークへ

今後

医療機関の地域再編・統合、地域連携推進法人化へ



医療と介護のクロスロード
to 2025

•2月20日緊急出版！
• 2018年同時改定の「十字
路」から2025年へと続く
「道」を示す！

•医学通信社から

2018年2月出版予定

本体価格 1,500円＋税



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
mutoma@iuhw.ac.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

フェース
ブックで
「お友達募
集」をして
います

PTXX-170623-001

http://www.iuhw.ac.jp/clinic/

